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(57)【要約】
【課題】光ファイバを切断させる際に、光ファイバの表
面部に傷が形成されて光ファイバが破断されることを防
止すると共に、光ファイバの滑りを抑制する。
【解決手段】光ファイバ切断機１０は、光ファイバ１２
に張力及び捩り力を作用させた状態で光ファイバ１２を
固定する一対の固定部１４，１６と、光ファイバ１２の
表面部に傷を形成して光ファイバ１２を斜めに切断させ
るブレード２２とを備えている。一方の固定部１４は、
金属製の一対の挟持部３８，４０を備えており、各挟持
部３８，４０における光ファイバ１２との接触面３８Ａ
，４０Ａには、光ファイバ１２の表面部に傷が形成され
ること抑制するための表面処理として、研磨処理が施さ
れている。また、この一対の挟持部３８，４０は、光フ
ァイバ１２に張力及び捩り力が作用されている状態にお
いて光ファイバ１２に対する滑りを抑制しつつ光ファイ
バ１２を挟持し得る構成とされている。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバに張力及び捩り力を作用させた状態で前記光ファイバにおける光軸方向に離
間した二箇所の位置を固定する一対の固定部と、
　前記光ファイバにおける前記一対の固定部間の表面部に傷を形成して前記光ファイバを
光軸と垂直な方向に対して傾斜する方向に沿って切断させるブレードと、
　を備え、
　前記一対の固定部の少なくとも一方は、前記光ファイバを挟持して固定する一対の挟持
部を有し、
　前記一対の挟持部の少なくとも一方は、金属製とされ、
　前記金属製とされた前記挟持部における前記光ファイバとの接触面には、前記一対の挟
持部が前記光ファイバを挟持したときに前記光ファイバの表面部に傷が形成されること抑
制するための表面処理が施され、
　前記一対の挟持部は、前記光ファイバに張力及び捩り力が作用されている状態において
前記光ファイバに対する滑りを抑制しつつ前記光ファイバを挟持し得る構成とされている
、
　光ファイバ切断機。
【請求項２】
　前記接触面には、前記表面処理として、研磨処理が施されている、
　請求項１に記載の光ファイバ切断機。
【請求項３】
　前記接触面は、前記研磨処理により、表面粗さがＪＩＳ１０点平均粗さＲｚで６．３μ
ｍ以下とされている、
　請求項２に記載の光ファイバ切断機。
【請求項４】
　前記一対の挟持部は、前記光ファイバを光軸方向の１ｍｍ当たり１．２Ｎ以上の挟持力
で挟持し得る構成とされている、
　請求項３に記載の光ファイバ切断機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ファイバ切断機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光ファイバ切断機としては、次のものが知られている（例えば、特許文献１参照
）。すなわち、特許文献１に記載の光ファイバ切断機は、光ファイバに捩り力を加えた状
態で光ファイバを第一保持手段及び第二保持手段で固定した後、この光ファイバにおける
第一保持手段と第二保持手段の間に張力を加え、この状態で光ファイバにおける第一保持
手段と第二保持手段の間に裂開具を当接させることにより、光ファイバを光軸と垂直な方
向に対して傾斜する方向に沿って切断させる構成とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第２９４８３３４号公報（図３）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述の光ファイバ切断機において、第一保持手段又は第二保持手段が金
属製とされると共に、この第一保持手段又は第二保持手段における光ファイバとの接触面
が切削面とされていた場合、この第一保持手段又は第二保持手段の光ファイバに対する固
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定力（挟持力）が強いと、この切削面によって光ファイバの表面部に傷が形成されてしま
う。また、このように光ファイバの表面部に傷が形成された状態では、光ファイバに張力
が作用された際にその傷から光ファイバが破断されてしまい、光ファイバに意図する張力
及び捩り力を作用させることができないという問題がある。
【０００５】
　この問題を解決するために、第一保持手段又は第二保持手段における光ファイバとの接
触面の表面粗さを小さくすることが考えられる。ところが、このようにすると、光ファイ
バと接触面との摩擦が小さくなるので、光ファイバに張力や捩り力が作用された際に、光
ファイバが滑り、光ファイバに作用させた初期の張力や捩り力を維持することができない
という問題がある。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、上記問題を解消し、光ファイバを
所望の角度で切断させることができる光ファイバ切断機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、請求項１に記載の光ファイバ切断機は、前記光ファイバに
張力及び捩り力を作用させた状態で前記光ファイバにおける光軸方向に離間した二箇所の
位置を固定する一対の固定部と、前記光ファイバにおける前記一対の固定部間の表面部に
傷を形成して前記光ファイバを光軸と垂直な方向に対して傾斜する方向に沿って切断させ
るブレードと、を備え、前記一対の固定部の少なくとも一方は、前記光ファイバを挟持し
て固定する一対の挟持部を有し、前記一対の挟持部の少なくとも一方は、金属製とされ、
前記金属製とされた前記挟持部における前記光ファイバとの接触面には、前記一対の挟持
部が前記光ファイバを挟持したときに前記光ファイバの表面部に傷が形成されること抑制
するための表面処理が施され、前記一対の挟持部は、前記光ファイバに張力及び捩り力が
作用されている状態において前記光ファイバに対する滑りを抑制しつつ前記光ファイバを
挟持し得る構成とされている。
【０００８】
　この光ファイバ切断機では、光ファイバに張力及び捩り力が作用された状態で光ファイ
バにおける光軸方向に離間した二箇所の位置が一対の固定部で固定されると共に、光ファ
イバにおける一対の固定部間の表面部にブレードによって傷が形成される。そして、これ
により、光ファイバが光軸と垂直な方向に対して傾斜する方向に沿って切断される。
【０００９】
　ここで、この光ファイバ切断機において、一対の固定部の少なくとも一方は、光ファイ
バを挟持する一対の挟持部を有し、この一対の挟持部の少なくとも一方は、金属製とされ
ている。また、この金属製とされた挟持部における光ファイバとの接触面には、一対の挟
持部が光ファイバを挟持したときに光ファイバの表面部に傷が形成されること抑制するた
めの表面処理が施されている。
【００１０】
　従って、一対の挟持部が光ファイバを挟持したときでも、この光ファイバの表面部に傷
が形成されること抑制することができる。これにより、光ファイバが破断されることを防
止することができる。
【００１１】
　また、この一対の挟持部は、光ファイバに張力及び捩り力が作用されている状態におい
て光ファイバに対する滑りを抑制しつつ光ファイバを挟持し得る構成とされている。
【００１２】
　従って、光ファイバに張力及び捩り力が作用されていても、一対の挟持部と光ファイバ
との滑りを抑制することができる。
【００１３】
　このように、この光ファイバ切断機によれば、光ファイバを切断させる際に、光ファイ
バの表面部に傷が形成されて光ファイバが破断されることを防止することができると共に
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、一対の挟持部と光ファイバとの滑りを抑制することができる。従って、光ファイバを所
望の角度で切断させることができる（光ファイバの切断端面が光軸と垂直な方向に対して
所望の角度に傾斜された状態を得ることができる）。
【００１４】
　請求項２に記載の光ファイバ切断機は、請求項１に記載の光ファイバ切断機において、
前記接触面に前記表面処理として研磨処理が施されたものである。
【００１５】
　この光ファイバ切断機によれば、接触面の表面粗さを小さくすることができるので、光
ファイバの表面部に傷が形成されること抑制することができる。
【００１６】
　請求項３に記載の光ファイバ切断機は、請求項２に記載の光ファイバ切断機において、
前記研磨処理により前記接触面の表面粗さがＪＩＳ１０点平均粗さＲｚで６．３μｍ以下
とされたものである。
【００１７】
　ここで、この光ファイバ切断機において、接触面の表面粗さがＪＩＳ１０点平均粗さＲ
ｚで６．３μｍより大きいと、光ファイバの表面部に傷が形成される。
【００１８】
　ところが、この光ファイバ切断機によれば、接触面の表面粗さがＪＩＳ１０点平均粗さ
Ｒｚで６．３μｍ以下とされているので、光ファイバの表面部に傷が形成されることを抑
制することができる。
【００１９】
　請求項４に記載の光ファイバ切断機は、請求項３に記載の光ファイバ切断機において、
前記一対の挟持部が前記光ファイバを光軸方向の１ｍｍ当たり１．２Ｎ以上の挟持力で挟
持し得る構成とされたものである。
【００２０】
　ここで、この光ファイバ切断機において、一対の挟持部が光ファイバを光軸方向の１ｍ
ｍ当たり１．２Ｎ未満の挟持力で挟持し得る構成とされていると、一対の挟持部と光ファ
イバとの滑りが発生する。
【００２１】
　ところが、この光ファイバ切断機によれば、一対の挟持部が光ファイバを光軸方向の１
ｍｍ当たり１．２Ｎ以上の挟持力で挟持し得る構成とされているので、一対の挟持部と光
ファイバとの滑りを抑制することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　以上詳述したように、本発明によれば、光ファイバを切断させる際に、光ファイバの表
面部に傷が形成されて光ファイバが破断されることを防止することができると共に、一対
の挟持部と光ファイバとの滑りを抑制することができる。従って、光ファイバを所望の角
度で切断させることができる（光ファイバの切断端面が光軸と垂直な方向に対して所望の
角度に傾斜された状態を得ることができる）。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１Ａ】本発明の第一実施形態に係る光ファイバ切断機の平面図である。
【図１Ｂ】本発明の第一実施形態に係る光ファイバ切断機の一部断面を含む側面図である
。
【図２Ａ】図１Ａに示される固定部の斜視図であって一対の挟持部を開いた状態を示す図
である。
【図２Ｂ】図２Ａに示される一対の挟持部を閉じた状態を示す図である。
【図３】本発明の第一実施形態に係る光ファイバ切断機における動作を説明する図である
。
【図４】本発明の第一実施形態に係る光ファイバ切断機によって切断された光ファイバの



(5) JP 2010-237331 A 2010.10.21

10

20

30

40

50

要部拡大側面図である。
【図５】本発明の第一実施形態に係る光ファイバ切断機について行った試験結果を示す図
である。
【図６】本発明の第一実施形態に係る光ファイバ切断機について行った試験結果を示す図
である。
【図７】図２Ａに示される固定部の第一変形例を示す要部拡大断面図である。
【図８】図２Ａに示される固定部の第二変形例を示す要部拡大断面図である。
【図９】本発明の第二実施形態に係る光ファイバ切断機の平面図である。
【図１０】本発明の第二実施形態に係る光ファイバ切断機における動作を説明する図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　［第一実施形態］
　はじめに、本発明の第一実施形態について説明する。
【００２５】
　図１Ａ，図１Ｂに示される本発明の第一実施形態に係る光ファイバ切断機１０は、光フ
ァイバ１２を光軸と垂直な方向に対して傾斜する方向に沿って切断させるためのものであ
り、一対の固定部１４，１６と、引張部１８と、捩り部２０と、ブレード２２とを主要な
構成として備えている。
【００２６】
　一対の固定部１４，１６は、光ファイバ１２における光軸方向に離間した二箇所の位置
を固定できるように互いに離間して配置されている。一方の固定部１４は、後述する回転
部材３２に一体に設けられており、他方の固定部１６は、支持部材２４に一体に設けられ
ている。
【００２７】
　引張部１８は、支持部材２６と、スライド部材２８と、引張力付与部材３０により構成
されている。支持部材２６は、上述の支持部材２４に対して移動不能とされており、スラ
イド部材２８は、支持部材２６に対して光ファイバ１２の光軸方向にスライド可能とされ
ている。
【００２８】
　引張力付与部材３０は、支持部材２６とスライド部材２８との間に設けられた圧縮バネ
により構成されており、支持部材２６に対してスライド部材２８を離間方向に付勢してい
る。
【００２９】
　捩り部２０は、回転部材３２と、捩り力付与部材３４とにより構成されている。回転部
材３２は、スライド部材２８に光ファイバ１２の光軸回りに回転可能に支持されており、
捩り力付与部材３４は、回転部材３２を光ファイバ１２の光軸回りに回転させる構成とさ
れている。
【００３０】
　ブレード２２は、光ファイバ１２の光軸と垂直な方向にスライド可能とされており、光
ファイバ１２における一対の固定部１４，１６間の表面部に傷を形成する構成とされてい
る。
【００３１】
　なお、光ファイバ１２に作用する張力が、２００ｇ未満であると、光ファイバ１２を切
断することができないので、ここでは、光ファイバ１２に作用する張力が２００ｇ以上と
なるように、引張力付与部材３０の弾性係数や圧縮ストローク等が設定されている。
【００３２】
　また、光ファイバ１２の切断端面の反射を－６０ｄＢ以下にするためには、この切断端
面の角度θを８°以上にする必要がある（図４）。そのため、光ファイバ１２に１ｃｍあ
たり６．８°以上の捩れが加わるように、回転部材３２の回転角度等が設定されている。
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【００３３】
　また、上述の一対の固定部１４，１６のうち一方の固定部１４は、より具体的には、次
の如く構成されている。
【００３４】
　すなわち、一方の固定部１４は、図２Ａ，図２Ｂに示されるように、光ファイバ１２（
裸ファイバ）を挟持して固定する一対の挟持部３８，４０（蓋及び土台）を備えている。
この一対の挟持部３８，４０は、例えば、ステンレス等の金属製とされており、切削され
ることにより形成されている。
【００３５】
　各挟持部３８，４０における光ファイバ１２との接触面３８Ａ，４０Ａは、平面状に形
成されており、この各接触面３８Ａ，４０Ａには、光ファイバ１２の表面部に傷が形成さ
れること抑制するための表面処理として、研磨処理が施されている。
【００３６】
　この研磨処理は、例えば、手作業によるものであり、砥石＃６００、＃８００、＃１０
００を順に用いて粗加工（切削油を用いた加工）をし、その後、固形油性研磨剤（ラップ
粉＃２０００）と切削油を混ぜたものを用いて仕上げ加工を行ったものである。
【００３７】
　そして、各接触面３８Ａ，４０Ａは、この研磨処理により、表面粗さがＪＩＳ１０点平
均粗さＲｚで６．３μｍ以下とされている。
【００３８】
　さらに、この一対の挟持部３８，４０は、図示しないバネ等を一体に備えており、この
バネ等の弾性力が適切に設定されることにより、光ファイバ１２に対する挟持力が適正化
されている。
【００３９】
　つまり、この一対の挟持部３８，４０は、光ファイバ１２に張力及び捩り力が作用され
ている状態において光ファイバ１２に対する滑りを抑制しつつ光ファイバ１２を挟持し得
る構成とされており、具体的には、光ファイバ１２を光軸方向の１ｍｍ当たり１．２Ｎ以
上の挟持力で挟持し得る構成とされている。また、この一対の挟持部３８，４０の幅は、
例えば、５ｍｍとされており、一対の挟持部３８，４０は、６．０Ｎ以上の挟持力で光フ
ァイバ１２を挟持し得る構成とされている。
【００４０】
　なお、図１Ａ，図１Ｂに示される他方の固定部１６は、光ファイバ１２をその被覆部４
２を介して挟持する構成とされており、例えば、樹脂製やゴム製とされている。また、光
ファイバ１２は、ガラス製とされており、その直径は、１２５μｍとされている。
【００４１】
　次に、本発明の第一実施形態の作用及び効果について説明する。
【００４２】
　この光ファイバ切断機１０では、先ず、図３の上図に示されるように、光ファイバ１２
における光軸方向に離間した二箇所の位置が一対の固定部１４，１６で固定される。そし
て、図３の中上図に示されるように、引張力付与部材３０によってスライド部材２８が支
持部材２６に対して離間されることにより、光ファイバ１２に張力が作用され、この後に
、捩り力付与部材３４によって回転部材３２が光ファイバ１２の光軸回りに回転されるこ
とにより、光ファイバ１２に捩り力が作用される。
【００４３】
　そして、このようにして光ファイバ１２に張力及び捩り力が作用した状態で、図３の中
下図に示されるように、ブレード２２がスライドされ、このブレード２２によって光ファ
イバ１２における一対の固定部１４，１６間の表面部に傷が形成される。そして、これに
より、図３の下図に示されるように、光ファイバ１２が光軸と垂直な方向に対して傾斜す
る方向に沿って切断される。
【００４４】
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　ここで、この光ファイバ切断機１０において、一方の固定部１４は、光ファイバ１２を
挟持する金属製の一対の挟持部３８，４０を備えている。そして、この各挟持部３８，４
０における光ファイバ１２との接触面３８Ａ，４０Ａには、光ファイバ１２の表面部に傷
が形成されること抑制するための表面処理として、研磨処理が施されている。
【００４５】
　従って、各接触面３８Ａ，４０Ａの表面粗さを小さくすることができるので、一対の挟
持部３８，４０が光ファイバ１２を挟持したときでも、この光ファイバ１２の表面部に傷
が形成されること抑制することができる。これにより、光ファイバ１２が破断されること
を防止することができる。
【００４６】
　また、この一対の挟持部３８，４０は、光ファイバ１２に対する挟持力が適正化されて
おり、光ファイバ１２に張力及び捩り力が作用されている状態において光ファイバ１２に
対する滑りを抑制しつつ光ファイバ１２を挟持し得る構成とされている。
【００４７】
　従って、光ファイバ１２に張力及び捩り力が作用されていても、一対の挟持部３８，４
０と光ファイバ１２との滑りを抑制することができる。
【００４８】
　このように、この光ファイバ切断機１０によれば、光ファイバ１２を切断させる際に、
光ファイバ１２の表面部に傷が形成されて光ファイバ１２が破断されることを防止するこ
とができると共に、一対の挟持部３８，４０と光ファイバ１２との滑りを抑制することが
できる。従って、光ファイバ１２を所望の角度で切断させることができる（光ファイバ１
２の切断端面が光軸と垂直な方向に対して所望の角度に傾斜された状態を得ることができ
る）。
【００４９】
　次に、上述の各設定数値の根拠について説明する。
【００５０】
　図５には、一対の挟持部３８，４０の光ファイバ１２に対する挟持力を６．０Ｎとし、
各接触面３８Ａ，４０Ａを切削面と研磨面とした場合の試験の結果が示めされている。
【００５１】
　この試験において、切削面の表面粗さは、ＪＩＳ１０点平均粗さＲｚで６．３μｍより
大きく、研磨面の表面粗さは、ＪＩＳ１０点平均粗さＲｚで６．３μｍ以下とされている
。また、試験数はＮ＝１０とした。
【００５２】
　この図に示されるように、切削面の場合、すなわち、接触面３８Ａ，４０Ａの表面粗さ
がＪＩＳ１０点平均粗さＲｚで６．３μｍより大きいと、光ファイバ１２の表面部に傷が
形成されて光ファイバ１２が破断した。
【００５３】
　これに対し、研磨面の場合、すなわち、接触面３８Ａ，４０Ａの表面粗さがＪＩＳ１０
点平均粗さＲｚで６．３μｍ以下とされていると、光ファイバ１２の表面部に傷が形成さ
れず、光ファイバ１２が破断しなかった。また、一対の挟持部３８，４０と光ファイバ１
２との滑りも発生しなかった。
【００５４】
　また、図６には、接触面３８Ａ，４０Ａを上述の研磨面とし、一対の挟持部３８，４０
の光ファイバ１２に対する挟持力を１．０Ｎ～１０．０Ｎとした場合の試験の結果が示め
されている。
【００５５】
　この図に示されるように、挟持力が６．０Ｎ未満（光ファイバ１２に対する光軸方向１
ｍｍ当たりの挟持力が１．２Ｎ未満）とされていると、一対の挟持部３８，４０と光ファ
イバ１２との滑りが発生した。
【００５６】
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　これに対し、挟持力が６．０Ｎ以上（光ファイバ１２に対する光軸方向１ｍｍ当たりの
挟持力が１．２Ｎ以上）とされていると、一対の挟持部３８，４０と光ファイバ１２との
滑りが発生しなかった。また、光ファイバ１２の表面部に傷は形成されず、光ファイバ１
２も破断しなかった。
【００５７】
　従って、本発明の第一実施形態に係る光ファイバ切断機１０によれば、接触面３８Ａ，
４０Ａの表面粗さがＪＩＳ１０点平均粗さＲｚで６．３μｍ以下とされているので、光フ
ァイバ１２の表面部に傷が形成されることを抑制することができる。また、一対の挟持部
３８，４０の挟持力が６．０Ｎ以上（光ファイバ１２に対する光軸方向１ｍｍ当たりの挟
持力が１．２Ｎ以上）とされているので、一対の挟持部３８，４０と光ファイバ１２との
滑りを抑制することができる。
【００５８】
　次に、本発明の第一実施形態の変形例について説明する。
【００５９】
　上記実施形態において、他方の固定部１６は、被覆部４２を介して光ファイバ１２を挟
持するように配置構成されていたが、上述の一方の固定部１４における一対の挟持部３８
，４０と同様の一対の挟持部を備え、被覆部４２を直接挟持するように配置構成されてい
ても良い。
【００６０】
　また、上記実施形態では、各挟持部３８，４０の接触面３８Ａ，４０Ａが平面状に形成
されていたが、例えば、他方の挟持部４０（土台）の接触面４０Ａには、図７に示される
ように、光ファイバ１２を保持するための断面Ｖ字状の保持溝４４が形成されていても良
い。また、この保持溝４４は、図８に示されるように、Ｕ字状に形成されていても良い。
【００６１】
　また、上述の如く、例えば、他方の挟持部４０の接触面４０Ａに保持溝４４が形成され
た場合には、一方の挟持部３８（蓋）の接触面３８Ａにのみ研磨処理が施されていても良
い。
【００６２】
　また、上記実施形態において、一対の挟持部３８，４０のうち一方のみが金属製とされ
、この金属製とされた挟持部の接触面にのみ研磨処理が施されていても良い。
【００６３】
　また、上記実施形態において、各接触面３８Ａ，４０Ａには、研磨処理と同等の表面粗
さを確保できるのであれば、その他の表面処理が施されていても良い。
【００６４】
　また、上記実施形態において、光ファイバ切断機１０は、光ファイバ１２に張力を作用
させた後に捩り力を作用させる構成とされていたが、光ファイバ１２に捩り力を作用させ
た後に張力を作用させる構成とされていても良く、また、光ファイバ１２に張力及び捩り
力を同時に作用させる構成とされていても良い。
【００６５】
　［第二実施形態］
　次に、本発明の第二実施形態について説明する。
【００６６】
　図９に示される本発明の第二実施形態に係る光ファイバ切断機５０は、上述の本発明の
第一実施形態に係る光ファイバ切断機１０に対し、引張部１８及び捩り部２０の代わりに
、引張部５８及び捩り部６０を備えている。なお、上述の本発明の第一実施形態と同一の
構成については同一の符号を用いて説明する。
【００６７】
　引張部５８は、支持部材６２と、スライド部材６４と、図示しない引張力付与部材によ
り構成されている。支持部材６２は、支持部材２４に対して移動不能とされており、スラ
イド部材６４は、支持部材６２に対して光ファイバ１２の光軸方向にスライド可能とされ
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ている。このスライド部材６４には、一方の固定部１４が一体に設けられている。
【００６８】
　また、上述の図示しない引張力付与部材は、例えば、支持部材６２とスライド部材６４
との間に設けられた圧縮バネにより構成されており、支持部材６２に対してスライド部材
６４を離間方向に付勢している。
【００６９】
　捩り部６０は、一方の固定部１４に対する他方の固定部１６と反対側に配置されており
、支持部材６８と、回転部材７０と、図示しない捩り力付与部材とにより構成されている
。支持部材６８は、支持部材２４，６２に対して移動不能とされており、回転部材７０は
、支持部材６８に光ファイバ１２の光軸回りに回転可能に支持されている。
【００７０】
　また、上述の図示しない捩り力付与部材は、回転部材３２に対して光ファイバ１２の光
軸回りに回転力を付与する構成とされている。
【００７１】
　次に、本発明の第二実施形態の作用及び効果について説明する。
【００７２】
　この光ファイバ切断機５０では、先ず、図９の上図に示されるように、回転部材７０に
よって光ファイバ１２の一端が固定されると共に、他方の固定部１６によって光ファイバ
１２の他端が固定される。そして、図９の中上図に示されるように、図示しない捩り力付
与部材によって回転部材７０が光ファイバ１２の光軸回りに回転されることにより、光フ
ァイバ１２に捩り力が作用される。
【００７３】
　続いて、一方の固定部１４によって光ファイバ１２が固定された後、回転部材７０によ
る光ファイバ１２の固定が解除される。そして、図示しない引張力付与部材によってスラ
イド部材６４が支持部材６２に対して離間されることにより、光ファイバ１２に張力が作
用される
【００７４】
　そして、このようにして光ファイバ１２に張力及び捩り力が作用した状態で、図９の中
下図に示されるように、ブレード２２がスライドされ、このブレード２２によって光ファ
イバ１２における一対の固定部１４，１６間の表面部に傷が形成される。そして、これに
より、図９の下図に示されるように、光ファイバ１２が光軸と垂直な方向に対して傾斜す
る方向に沿って切断される。
【００７５】
　ここで、この光ファイバ切断機５０においても、一方の固定部１４の各挟持部３８，４
０における接触面３８Ａ，４０Ａ（図２参照）には、光ファイバ１２の表面部に傷が形成
されること抑制するための表面処理として、研磨処理が施されている。
【００７６】
　従って、各接触面３８Ａ，４０Ａの表面粗さを小さくすることができるので、一対の挟
持部３８，４０が光ファイバ１２を挟持したときでも、この光ファイバ１２の表面部に傷
が形成されること抑制することができる。これにより、光ファイバ１２が破断されること
を防止することができる。
【００７７】
　また、この一対の挟持部３８，４０は、光ファイバ１２に対する挟持力が適正化されて
おり、光ファイバ１２に張力及び捩り力が作用されている状態において光ファイバ１２に
対する滑りを抑制しつつ光ファイバ１２を挟持し得る構成とされている。
【００７８】
　従って、光ファイバ１２に張力及び捩り力が作用されていても、一対の挟持部３８，４
０と光ファイバ１２との滑りを抑制することができる。
【００７９】
　このように、この光ファイバ切断機５０によっても、光ファイバ１２を切断させる際に
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、光ファイバ１２の表面部に傷が形成されて光ファイバ１２が破断されることを防止する
ことができると共に、一対の挟持部３８，４０と光ファイバ１２との滑りを抑制すること
ができる。従って、光ファイバ１２を所望の角度で切断させることができる（光ファイバ
１２の切断端面が光軸と垂直な方向に対して所望の角度に傾斜された状態を得ることがで
きる）。
【００８０】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、上記に限定されるものでな
く、その主旨を逸脱しない範囲内において種々変形して実施することが可能であることは
勿論である。
【００８１】
　また、上記各光ファイバ切断機１０，５０において、光ファイバ１２に張力及び捩り力
を作用させるための構造は、上記以外でも良い。
【符号の説明】
【００８２】
１０，５０　光ファイバ切断機
１２　光ファイバ
１４，１６　固定部
２２　ブレード
３８，４０　挟持部
３８Ａ，４０Ａ　接触面

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図９】
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